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介護老人保健施設すばる六甲 

施設長  西 脇  正 美 
 
 

面会制限緩和について（お知らせ） 
 
 
平素より、すばる六甲をご利用頂きありがとうございます。 

 さて、令和 2年 9月 18日付、新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針の

改定があり、面会制限の緩和が示されました。 

つきましては、すばる六甲といたしまして、感染防止対策を講じつつ条件を付して

面会制限緩和の対応を取らせていただきます。 

引き続きご不便をおかけいたしますが、利用者様の安全のため何卒ご理解・ご協力

の程よろしくお願いします。 
 

記 
 
１．ご家族等の「面会制限の緩和」について 

 
10月 1日より、当面「事前予約」にて面会対応させていただきます。 
 
※ ①マスクの着用、入所前の体温計測、手指消毒 

   ②面会は少人数（原則「一対一」）、  ③面会場所は 1階相談室、 

 ④面会時間は 15分程度     でお願いします。 
  
※ 発熱・呼吸器症状等のある方、2週間以内に海外渡航歴のある場合は 

ご遠慮ください。 
        

     ※ 面会時、飲食の持ち込みはご遠慮ください。 

※ オンライン面会は継続いたしますので、ご利用ください。 

 

２．「サービス担当者会議」の開催について 
 
引き続き新型コロナウイルス感染症対策の一環として、サービス担当者会議

を施設の担当職員のみで開催させていただきます。 

なお、更新ケアプラン、リハビリテーション実施計画書については、同意・ 

サインのうえご返送をお願いたします。 
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